
歯周病セルフチェックリスト

•朝起きたときに、口の中がネバネバする。
•歯磨きの時に出血する。
•硬いものが噛みにくい。
•口臭が気になる。
•歯肉が時々腫れる。
•歯肉が下がって、歯と歯の間に隙間ができた。
•歯がグラグラする。

〈問い合わせ〉健康推進課 保健係　℡0967（67）2704

歯周病について～あなたの歯は大丈夫？～
　いつまでも自分の歯で食事ができることは健康
のバロメーターでもあります。
　歯周病は虫歯とならんで歯を失う主な原因と
なっており、歯の生活習慣病とも言われています。
　歯周病は、歯と歯ぐきの間に溜まった汚れ（歯垢）
の中に細菌が増えて起こる病気です。自覚症状が
ないため、気づかないうちに進行してしまいます。
　また、歯周病は糖尿病や動脈硬化などの生活習
慣病にも影響を及ぼすことが分かってきています。
　日頃から丁寧な歯磨き、デンタルフロスや歯間
ブラシの活用、定期的な歯科医院の受診を行い、
歯周病を予防しましょう。
　次のような症状がある場合、歯周病の可能性が
あります。歯科医療機関で検査を受けることをお
勧めします。

■対象者
　官公庁を除く本村水道（上水道、簡易水道）の使用者（個人、事業者）すべて
■減免内容（例） 
　1カ月15㎥水道を使用した場合

■実施期間
　令和7年11月納付分から令和8年1月納付分までの3カ月分
■注意事項
　•今回の減免に伴う申請手続きは必要ありません。
　•手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
　•役場から電話や訪問することは、原則ありませんので、不審に思ったら水・環境課水道係までお問合せください。

※実施期間の3カ月では、基本料金1,210円×3カ月分＝3,630円の減免となります。
※従量料金（10㎥以上使った分の料金）は減免対象ではありません。
※ご使用水量のお知らせ（検針票）は正規の料金で発行しますが、納付時・口座振替
時は減免後の金額でお支払いいただくことになります。
※減免により、支払い金額が0円（なし）となった場合は納付書の発送および口座
振替は行われません。

水道料金（基本料金）を3カ月分減免します
物価高騰などの影響を踏まえた負担軽減策
　村では、近年における物価高騰により影響を受けている生活者・事業者に対する負担軽減策として、以下のとお
り水道料金のうち、基本料金を減免します。

〈問い合わせ〉水・環境課 水道係　℡0967（67）3176

料金（税込）

従量料金
（1㎥/121円）

支払い金額（1カ月）
（10円未満切り捨て）

基本料金
（10㎥まで）

1,210円 605円 1,815円

合計

1,210円 600円

減免額
（基本料金分）

スマホ教室キャッシュレス講座
受講者募集中です
　広報みなみあそ9月号に併せたチラシ配布および10月号広報で
もお知らせしました高齢者向けスマホ教室キャッシュレス講座につ
きまして、引き続き参加者を募集しています。
　お店のレジでスマホを使って買い物をする「キャッシュレス」、ご
興味ある人は是非チャレンジしてみてください。

■定員：各コース6人　■会場：LOOPみなみあそ フリールームD　■参加費：無料

※コースによっては既に定員に
　達している場合があります。
　お電話にてお問い合わせください。
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過去に行われた講座のもよう

特定健診を受診していない人は
個別健診が受診できます

　今年度、特定健診や後期高齢者健診（集団健診・個別健診）をまだ受診していない人は、病院で受診する個別健診
を受診することができます。健康を維持し、病気を予防するためにぜひ個別健診をご活用ください。

【受診期間】
　令和8年2月28日（土）まで

【受診対象者】
　国保被保険者（40歳から74歳の人）
　後期高齢者医療被保険者（75歳以上の人）

【受診できる医療機関】
　•阿蘇立野病院　•上村医院　•寺﨑内科胃腸科クリニック
　•藤本医院　•渡邉内科　•熊本セントラル病院

【自己負担金】
　•国保被保険者の人
　　①特定健診を初めて受診される人・昨年度受診していない人

　→　1,500円
　　②昨年度に引き続き受診される人　→　800円
　•後期高齢者医療被保険者の人　→　800円

【個別健診を受診するには】
　個別健診には、村が発行する受診券が必要となりますので、健
康推進課保健係までお申し込みください。

健康推進課からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課 保健係 ℡0967（67）2704
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